
▲給水停止を行っ ている現場

　 給水停止を さ れる と 、 滞納し ている 水

道料金を 原則と し て全額納付いただか

なければ開栓はし ません。

◀ 近年の徴収強化の取り 組みによ り 、 年々滞納額は減

少傾向にあり ま すが、 依然と し て 約2 ,1 0 0 万円の滞

納が存在し ま す。 こ れは村民の皆さ んから いただく

年間水道使用料の約5 分の1 の数字にあたり ます。

　 村の水道事業については、令和6 年4 月から 国の方針により 村の会計から 離れ、

公営企業会計へと 移行し て いま す。 こ れによ り 、 水道事業（ 漏水箇所の修繕、

新規の水道管敷設など ） は原則と し て利用者の皆さ んから いただく 水道料金に

よっ て行っ ていく こ と になり ます。

　 そのため、 決まっ た期限内に水道料金を 納めていただかないと、 破損部分の

修繕や電気料金の支払いが困難と なり 、 水道事業が滞る ため、 健全な事業継続

が困難と なり ます。

　 水道利用者のう ち 9 9 ％は毎月水道料金を お支払いいただいている 善良な使用

者です。 村は残り 1 ％の滞納者に対し て、 滞納を 減ら すための取り 組みを 強化

し ていき ます（ 令和7 年1 0 月時点の給水停止件数は1 5 件）。

　 9 月時点で の滞納累計額は約 1 ,7 8 2 万円で、 そのう ち の9 割近

く が1 2 件（ 1 年分）以上の滞納がある重度滞納者が占めています。

　 こ れから も 、 分納協議に応じ ない、 または履行し ない悪質な滞

納者に対し ては、 法律や条例など に基づき 給水停止や法的手続き

などの対応を 積極的に進めていき ます。

水道事業の健全な継続を目指し て
～滞納を許さ ない～
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※平成2 5 年3 月以前分の滞納については以下の対応と 異なる場合があり ますのでご相談く ださ い。

滞納内訳（ 令和7 年9 月時点）

滞納額の推移（ 各年度当初）

少額滞納者： 1 ～3 件（ 4 .3 ％）

累計滞納額（ 万円）

中度滞納者： 4 ～1 1 件（ 5 .5 ％）

重度滞納者： 1 2 件以上（ 9 0 .2 ％）

1 6 ,0 7 4

9 8 0

7 6 6

単位： 千円

約1 カ 月

給水停止予告・
通知書の送付

支払・ 相談なし

約1 カ 月

催告状の
送付

支払・ 相談なし

督促状の
送付毎月 毎年

支払なし

納付期限までに
支払いがない場合

1 ,5 0 0

2 ,0 0 0

2 ,5 0 0

3 ,0 0 0

3 ,5 0 0

H2 8
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H2 9
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H3 0

3 ,3 2 8
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3 ,1 1 8
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2 ,9 6 3
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2 ,6 5 6
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2 ,0 7 4
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